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規　　　　　則

　福岡市会計帳簿諸表等様式規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 6年12月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第139号

　　　福岡市会計帳簿諸表等様式規則の一部を改正する規則

　福岡市会計帳簿諸表等様式規則（昭和39年福岡市規則第21号）の一部を次のように改正

する。

　別記様式第20号の26を次のように改める。
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様式第20号の26　納入通知書（養護老人ホーム入所負担金用）

　　　附　則

　（施行期日）

1　この規則は、令和 7年 1月 6日から施行する。

　（経過措置）

2  　この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の26の規定に

より作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。
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